
三朝町告示第95号

平成28年第８回三朝町議会定例会を次のとおり招集する。

平成28年11月28日

三朝町長 吉 田 秀 光

１ 期 日 平成28年12月８日 午前10時

２ 場 所 三朝町議会議場

○開会日に応招した議員

石 田 恭 二 吉 田 道 明

池 田 雅 俊 能 見 貞 明

中 信 貴美代 山 口 博

清 水 成 眞 藤 井 克 孝

平 井 満 博 山 田 道 治

牧 田 武 文 福 田 茂 樹

○応招しなかった議員

な し
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第８回 三 朝 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成28年12月８日（木曜日）

議事日程

平成28年12月８日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

・議員派遣について

・所管事務調査の報告について

議会運営委員会

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

・陳情第10号 町内３小学校の平成30年度統合の白紙撤回に関する陳情

・陳情第11号 三朝町小学校統合の検討に関する陳情

日程第６ 議案第94号 平成28年度三朝町一般会計補正予算（第６号）

日程第７ 議案第95号 平成28年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第８ 議案第96号 平成28年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第97号 平成28年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第10 議案第98号 平成28年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第99号 平成28年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第 100号 平成28年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第 101号 平成28年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第 102号 平成28年度三朝町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第15 議案第 103号 三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正について

日程第16 議案第 104号 三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について

日程第17 議案第 105号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び鳥取県町村

職員退職手当組合規約の変更について

日程第18 議案第 106号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散について
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日程第19 議案第 107号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分について

日程第20 議案第 108号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の

共同設置の廃止について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

・議員派遣について

・所管事務調査の報告について

議会運営委員会

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

・陳情第10号 町内３小学校の平成30年度統合の白紙撤回に関する陳情

・陳情第11号 三朝町小学校統合の検討に関する陳情

日程第６ 議案第94号 平成28年度三朝町一般会計補正予算（第６号）

日程第７ 議案第95号 平成28年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第８ 議案第96号 平成28年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第97号 平成28年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第10 議案第98号 平成28年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第99号 平成28年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第 100号 平成28年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第 101号 平成28年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第 102号 平成28年度三朝町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第15 議案第 103号 三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正について

日程第16 議案第 104号 三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について

日程第17 議案第 105号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び鳥取県町村

職員退職手当組合規約の変更について

日程第18 議案第 106号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散について

日程第19 議案第 107号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分について
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日程第20 議案第 108号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の

共同設置の廃止について

出席議員（12名）

１番 石 田 恭 二 ２番 吉 田 道 明

３番 池 田 雅 俊 ４番 能 見 貞 明

５番 中 信 貴美代 ６番 山 口 博

７番 清 水 成 眞 ８番 藤 井 克 孝

９番 平 井 満 博 10番 山 田 道 治

11番 牧 田 武 文 12番 福 田 茂 樹

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 山 根 猛 昭 副主幹 小 椋 智 子

説明のため出席した者の職氏名

町長 吉 田 秀 光 副町長 岩 山 靖 尚

教育長職務代理者 藤 井 俊 子 総務課長 西 田 寛 司

会計管理者 山 中 恵 子 危機管理課長 大 村 哲 也

財務課長 赤 坂 英 樹 町民税務課長 片 岡 里 美

福祉課長 新 寛 子育て健康課長 前 田 敦 子

農林課長 青 木 大 雄 企画観光課長 椎 名 克 秀

建設水道課長 米 原 英 章 教育総務課長 小 椋 泰 志

社会教育課長 松 原 照 宗 文化ホール館長 吉 田 弘 幸

危機管理課参事 佐々木 敦 宏 教育総務課参事 河 村 明 浩

社会教育課参事 馬 野 真由美 ブランナールみささ支配人 小 椋 誠

－４－



午前１０時０２分開会

○議長（福田 茂樹君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２８年第８回三朝町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日届け出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（福田 茂樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、２番、吉田道明議員、３番、池

田雅俊議員を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（福田 茂樹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１６日までの９日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（福田 茂樹君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１６日までの９日間

と決定いたしました。

９日間の日程につきましては、お手元に配付している日程予定表のとおりといたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（福田 茂樹君） 御異議なしと認めます。よって、９日間の日程は、日程予定表のとおり

と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（福田 茂樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。

議員派遣について、お手元に配付している資料のとおり派遣いたしましたので、報告します。

次に、議会運営委員会事務調査報告について、委員長から報告を求めます。

議会運営委員会、清水成眞委員長。
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○議会運営委員会委員長（清水 成眞君） 議会運営委員会は、去る１１月１６日から１８日まで

の３日間、北海道上士幌町、南幌町を事務調査いたしました。

上士幌町は、北海道十勝地方北部に位置し、面積６９ ８７平方キロメートル、人口約９０

０人で、畑作、畜産を中心とする農業が盛んな町で、自然豊かな町でありました。調査した事項

は、開かれた議会を実践するためのタブレット導入についてであります。

次の南幌町は、道都札幌市及び千歳市の中心部から２５キロに位置し、面積は８ ３６平方キ

ロメートル、人口約９００人、丘陵地はなく、全町平たんな農業が基幹産業の町でありました。

調査した事項は、議会議員政治倫理条例、議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてで

ありました。

別紙報告書を議長に提出いたしましたので、閲覧いただき、報告といたします。

・ ・

日程第４ 行政報告

○議長（福田 茂樹君） 日程第４、行政報告を行います。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 行政報告を申し上げます。

初めに、９月１１日開催されましたＮＨＫの「のど自慢」は、予選会を勝ち抜かれた２０組の

皆さんの熱唱が本町から全国に放送されました。当日は約０００人の観客をお迎えし、大変熱

気のこもった「のど自慢」となりました。

９月２１日、三朝町子育て世代包括支援センターを開設しました。同センターは、妊娠期から

子育てまで切れ目のない支援を行うことを目的としており、安心して妊娠、出産、育児ができる

環境が整備でき、出生数の増加など、期待しております。

９月２２日から３０日までの９日間の日程で訪仏しました三朝中学校手作り訪仏団の生徒６名

は、ラマルー・レ・バン町において、友好の輪を深めてこられました。また、日本遺産国際発信

事業として、９月２５日から２９日まで、福田茂樹町議会議長、日本遺産三徳山・三朝温泉を守

る会、藤井文典会長と一緒にラマルー・レ・バン町を訪問し、タイヤン町長を初め、ラマルー・

レ・バン町の皆様に日本遺産三徳山・三朝温泉の魅力を知っていただきました。その様子はＮＨ

Ｋのニュースでも放送されたところでございます。フランスでは、そのほかに自治体国際化協会、

日本政府観光局パリ事務所、ＪＡＬパリ支局、ＮＨＫヨーロッパ総局などを訪ねて、三朝町の宝

である三徳山、三朝温泉の魅力ＰＲをしてまいりました。

そのほか、９月２５日の女流本因坊第２局、１０月１６日のワールドトレイルズカンファレン
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スなどで、国内外から多くのお客様をお迎えし、盛大に開催できましたことは大変喜ばしいこと

であったと考えております。

しかし、１０月２１日に発生しました鳥取県中部地震は、一瞬にして日常生活に甚大な影響を

及ぼしました。０００件を超える家屋の損壊、道路、上下水道、公共施設への被害など、三朝

町の歴史始まって以来の最大級の地震災害でありました。改めまして、被災されました町民皆様

にお見舞いを申し上げます。発災時から職員一丸となり、不眠不休で災害対策に邁進してまいり

ました。今後は、一刻も早い復興に努力してまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力

をお願いいたします。

最後に、１１月２０日に発生しました民家火災において、消防団の決死の消火活動にもかかわ

らず、犠牲者が出てしまいました。今後二度とこのようなことが起きないように、消防団活動の

一層の充実を図ってまいりたいと存じます。お亡くなりになりました方の御冥福を心からお祈り

申し上げます。

以上、行政報告とさせていただきます。

・ ・

日程第５ 陳情の委員会付託

○議長（福田 茂樹君） 日程第５、陳情の委員会付託を行います。

陳情第１０号、町内３小学校の平成３０年度統合の白紙撤回に関する陳情、陳情第１１号、三

朝町小学校統合の検討に関する陳情、この２件の陳情は、議会運営委員会に付託いたします。

・ ・

日程第６ 議案第９４号 から 日程第２０ 議案第１０８号

○議長（福田 茂樹君） お諮りいたします。議事の進行上、この際、日程を変更して、日程第６

から日程第２０までの１５件の議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（福田 茂樹君） 御異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第６か

ら日程第２０まで、すなわち議案第９４号から議案第１０８号までの１５件の議案を一括議題と

いたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 今期定例会に提案いたしました平成２８年度の補正予算案等１５件の諸
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議案につきまして、その概要を御説明申し上げ、御理解を賜りたいと存じます。

議案第９４号、平成２８年度三朝町一般会計補正予算（第６号）について、主な概要を申し上

げます。

今回の補正予算では、前回の補正に引き続き、それぞれの費目において、鳥取県中部地震関連

予算について所要の調整を行っております。新規に計上したものとしましては、民生費でござい

ます災害援護資金貸付事業でございます。これは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、

住居が半壊以上の被害を受けた方に対して貸し付けを行うもので、利子補給の債務負担行為とあ

わせ、所要の措置を講じるものでございます。また、農林水産業費でございます共同利用施設災

害復旧事業は、鳥取中央農業協同組合が所有する梨選果場とカントリーエレベーターの災害復旧

について、倉吉市と三朝町が共同で支援を行うこととしております。

次に、震災関連以外の事業等でございます。

まず、総務関係費でございますが、役場庁舎駐車場として借地しております土地について、所

有者との交渉により取得できる見込みとなりましたので、所要の費用を計上しております。また、

ふるさと納税が当初の見込みより増額となる見込みでございますので、歳入の増額にあわせて、

関連経費についても所要の額を増額しております。

次に、民生費でございますが、消費税率の引き上げが２年半延期されたことにより、軽減税率

制度が導入されるまでの経過措置と位置づけられている臨時福祉給付金について、経済対策の一

環として２年半分が一括支給されることになりましたので、所要の額を計上することとしており

ます。

次に、農林水産業費でございます。鳥取県中部森林組合が実施する高性能林業機械の整備につ

いて支援することにより、合板、製材生産に向けた町内産の木材の供給量の拡大を図っていくこ

ととしております。

そのほか、今期補正予算では、各費目において、今年度の事務、事業の決算見込みで、それぞ

れの事業費の調整を行うこととしております。

以上が今回の補正の主な内容でございますが、これらの財源については、国・県補助金、町債

等の調整を行ったほか、ふるさと応援基金の活用を図ることとし、今期補正予算では、歳入歳出

それぞれ２億１２万０００円を追加し、補正後の予算の総額を５５億５９８万０００円と

するものでございます。

次に、議案第９５号から議案第１０２号までの各特別会計及び企業会計の補正予算につきまし

ては、それぞれの会計において、事業の執行状況、決算見込み等により、所要の調整を行ってい
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るところでございます。

議案第１０３号、三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正につきましては、

農業委員会等に関する法律の一部改正により、所要の改正を行うものでございます。

議案第１０４号、三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正につきましては、特別

の事情がある場合を除き、配偶者同行休業の期間延長は１回とされていることから、特別の事情

がある場合について、国家公務員と同様の規定を設けるため、所要の改正を行うものでございま

す。

議案第１０５号から議案第１０８号までの４件につきましては、鳥取県町村職員退職手当組合

について、事務の効率化及び事務経費の節減合理化を図ろうとするものであり、地方自治法第２

９０条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。

以上、今期定例会に提案いたしました議案につきまして、その概要を御説明申し上げました。

よろしく御審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（福田 茂樹君） 続いて、各議案について、細部説明を求めます。

議案第９４号、平成２８年度三朝町一般会計補正予算（第６号）について、赤坂財務課長。

○財務課長（赤坂 英樹君） 議案第９４号、平成２８年度三朝町一般会計補正予算（第６号）に

ついて御説明申し上げます。議案書３ページをごらんいただきたいと思います。

今回の補正額については、既定の予算額に歳入歳出それぞれ２億１２万０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を５５億５９８万０００円とするものでございます。

歳入歳出補正予算の主な内容を事項別明細書等により御説明申し上げます。歳出から御説明申

し上げます。

今期補正予算では、前回の補正予算に引き続き、鳥取県中部地震関連予算について、復旧事業

の追加等、所要の調整を行ったほか、各費目におきまして、今年度の事務、事業の決算を見込ん

で、それぞれの事業費の調整を行うこととしております。

以下、新規の事業等を中心に主な内容を御説明申し上げます。

１５ページでございます。総務管理費の財産管理費にございます庁舎駐車場敷地購入費でござ

いますが、現在、役場庁舎駐車場として借地しております土地について、所有者との交渉により

取得できる見込みとなりましたので、所要の費用を計上したものでございます。

また、地域振興対策費にあります地域活動用テント整備事業につきましては、水力発電施設等

周辺地域交付金を活用し、軽量なワンタッチテントを整備することにより、地域のコミュニティ

ー活動を支援していくこととしたものでございます。
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１７ページ、民生費、社会福祉総務費の臨時福祉給付金でございます。消費税等の税率引き上

げが２年半延期されたことに伴いまして、平成２６年に実施した消費税率引き上げによる低所得

者等への影響緩和策として臨時的に実施されていました臨時福祉給付金についても、経済対策の

一環として、２年半分の交付金が一括支給されることになりましたので、本町においても所要の

措置を講じたものでございます。

次に、１８ページ、災害援護資金貸付事業でございます。これは、災害弔慰金の支給等に関す

る法律に基づき、住居が半壊以上の被害を受けた被災者に対して貸し付けを行うものでございま

す。貸し付けの原資は、県が町に貸し付け、県と町が共同で利子補給を行うもので、利子補給の

債務負担行為とあわせて、所要の措置を講じております。

１９ページ、農林水産業費、農業振興費にございます共同利用施設災害復旧事業でございます。

これは、鳥取中央農業協同組合が所有する梨選果場とカントリーエレベーターの災害復旧につい

て、施設を利用している三朝町と倉吉市が共同で復旧を支援することにより、本町の特産品であ

る米と梨の生産基盤の安定を図ろうとするものでございます。

次に、林業振興費の合板・製材生産強化対策事業でございます。これは、鳥取県中部森林組合

が実施する高性能林業機械の整備について支援することにより、合板、製材生産に向けた町内産

の木材の供給量の拡大を図ろうとするものでございます。

次に、２１ページ、教育費、小学校費でございます。東小学校において、来年度から特別支援

学級がふえる見込みとなったことから、必要な教室改修、備品整備等について、所要の措置を講

じることとしております。

続いて、歳入について、主なものを御説明申し上げます。議案書１１ページからでございます。

特別交付税については、今年度の交付見込みから所要の額を増額することとしたほか、ふるさ

と応援寄附金についても、当初の見込みより増額の見込みとなりましたので、関連経費の増額と

あわせ、所要の調整を行っております。

国庫支出金、県支出金、町債等につきましては、各事業の財源となる補助金等について、それ

ぞれ所要の調整を行っているものでございます。

また、繰入金でございますが、今回計上した事業の一部にふるさと応援基金を活用することと

したほか、所要の調整を行うこととしております。

以上が平成２８年度三朝町一般会計補正予算（第６号）の概要でございます。どうぞよろしく

お願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第９５号、平成２８年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算
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（第３号）、議案第９６号、平成２８年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）について、前田子育て健康課長。

○子育て健康課長（前田 敦子君） 議案第９５号、平成２８年度三朝町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）について御説明させていただきます。議案書の２７ページでございます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ０２１万０００円を減額しまして、総額をそれぞれ９億

３８６万０００円とするものでございます。

３１ページでございます。歳入歳出補正予算事項明細書でございますが、歳入は、保険給付費

の減少見込みに伴いまして、その財源となる国県支出金、療養給付費交付金、共同事業交付金を

減額しまして、基金繰入金についても減額を計上いたしております。

歳出は、これまでの療養給付費、高額療養費の実績額に基づき保険給付費を推計しまして、減

額をお願いしております。

続きまして、議案第９６号、平成２８年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げます。議案書の３９ページでございます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１６７万円を追加しまして、総額をそれぞれ５８７万円と

するものでございます。

４２ページの歳入歳出補正予算事項明細書をごらんください。歳入につきましては、後期高齢

者医療保険料は保険料の決定額に基づく徴収見込みにより増額し、一般会計繰入金を減額、繰越

金につきましては、前年度の決算により確定しましたため、調整いたしました。

歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金についての増額補正をお願いしてございます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第９７号、平成２８年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について、新福祉課長。

○福祉課長（新 寛君） 議案第９７号、平成２８年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について御説明申し上げます。議案書４７ページでございます。

今回の補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ９３９万０００円を減額して、歳入歳出の

総額を１０億６６６万０００円とするものでございます。

歳出については、議案書５３ページでございます。歳出で主な補正内容は、保険給付費であり

ます。介護サービス等諸費の居宅介護サービス、施設介護サービスに係る給付費、あわせて介護

予防サービス等諸費の介護予防サービスに係る給付費が、実績として当初見込んでいた利用を下

回る見込みとなりました。この給付費の減額によるものが、減額補正の主な要因となっておりま
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す。この減額にあわせまして、積立金の額を調整し、補正計上いたしております。

歳入につきましては、議案書５１ページに戻っていただきます。歳入につきましては、先ほど

の支出の保険給付費の減額分の財源として、国支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金等を、

それぞれ定められた割合に応じて減額を調整し、計上いたしております。

以上が平成２８年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第９８号、平成２８年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）、議案第９９号、平成２８年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）、議案第

１００号、平成２８年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第１０１号、平成

２８年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）、議案第１０２号、平成２８年度

三朝町水道事業会計補正予算（第４号）について、米原建設水道課長。

○建設水道課長（米原 英章君） 議案第９８号、平成２８年度三朝町簡易水道事業特別会計補正

予算（第２号）について御説明申し上げます。議案書は５５ページからごらんいただきたいと思

います。１ページめくっていただきまして、５７ページです。

今期補正予算では、歳入歳出からそれぞれ１３８万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ

２７５万０００円とするものでございます。

内容につきましては、６１ページをごらんいただきたいと思います。歳入につきましては、今

年度の給水使用料の増額が見込まれることから、所要の補正を行うものでございます。また、繰

越金につきましては、前年度繰越金を予定をしております。

歳出につきましては、同じく６１ページ、下の段をごらんいただきたいと思います。簡易水道

費では、水道施設の修繕が予想されることから、増額補正をするものでございます。また、簡易

水道等改修基金として、所要の額を積み立てるものとするものでございます。

以上が平成２８年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の細部説明でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第９９号、平成２８年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明申し上げます。議案書は６３ページからごらんいただきたいと思います。６５ペー

ジです。

今期補正予算では、歳入歳出それぞれ３４９万０００円を減額し、歳入歳出それぞれ９６

０万０００円とするものでございます。

内容につきましては、６９ページをごらんいただきたいと思います。歳入につきましては、今
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年度の温泉配湯使用料の減少が見込まれることから、所要の減額補正をするものでございます。

歳出につきましては、中部地震により６号源泉の貯湯タンク１基に亀裂が入りましたので、そ

の応急復旧工事費の不足分を計上するものでございます。また、基金費としては、財政調整基金

積み立てとして、所要の額を減額するものでございます。

以上が平成２８年度三朝町温泉配湯事業特別会計補正予算（第２号）の細部説明でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

議案第１００号、平成２８年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について御説明

申し上げます。議案書は７１ページからごらんいただきたいと思います。１ページめくっていた

だき、７３ページでございます。

今期補正予算では、歳入歳出それぞれ３３２万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３億

４６３万０００円とするものでございます。

補正の内容につきましては、７７ページからごらんいただきたいと思います。歳入につきまし

ては、今年度の下水道使用料の減少が見込まれること、また、繰入金として一般会計繰入金、繰

越金として前年度繰越金を予定し、所要の増額を補正するものでございます。

歳出につきましては、次の７８ページをごらんいただきたいと思います。総務費では、基金費

といたしまして財政調整基金積立金を予定しております。また、施設管理費としまして、公共下

水道の接続工事が予定されていること、建設改良費では下水道経営戦略策定を行いたいことから、

それぞれ所要の額を増額補正するものでございます。

以上が平成２８年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第２号）の細部説明でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

議案第１０１号、平成２８年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）について

御説明申し上げます。議案書は７９ページからごらんいただきたいと思います。１ページめくっ

ていただいて、８１ページでございます。

今期補正予算では、歳入歳出それぞれ９４万円を追加し、歳入歳出それぞれ１億５３５万円

とするものでございます。

補正の内容につきましては、８５ページからごらんいただきたいと思います。歳入につきまし

ては、今年度の農業集落排水、林業集落排水、小規模集合排水処理施設の使用料の増減が見込ま

れること、また、繰入金として一般会計繰入金を予定しており、所要の増額を補正するものでご

ざいます。

歳出につきましては、同じく８５ページ、下の段をごらんいただきたいと思います。総務費で
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は、集落排水処理事業の経営戦略策定費を計上するもので、所要の額を措置しようとするもので

ございます。

以上が平成２８年度三朝町集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）の細部説明でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

議案第１０２号、平成２８年度三朝町水道事業会計補正予算（第４号）について御説明申し上

げます。議案書は８７ページからごらんいただきたいと思います。１ページめくっていただきま

して、８９ページをごらんいただきたいと思います。

今期補正予算は、第２条、収益的収入及び支出について補正を行うものでございます。

９７ページの補正予算費目明細書により御説明いたします。損益勘定の収入、水道事業収益に

つきましては補正はありませんので、支出となる水道事業費用でございます。備消品、通信運搬

費及び修繕料の増が見込まれること、また、それに伴う消費税の減額を行い、水道事業費用を３

２５万０００円を増額しまして１億１９８万０００円とするものでございます。

以上が平成２８年度三朝町水道事業会計補正予算（第４号）の細部説明でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第１０３号、三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部

改正について、青木農林課長。

○農林課長（青木 大雄君） 議案第１０３号、三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の

一部改正について御説明申し上げます。議案書は９９ページから１０１ページであります。そち

らをごらんいただきたいと思います。

平成２８年４月１日に改正農業委員会法が施行されました。農業委員会におきましては、農地

等の利用の最適化、すなわち担い手への農地の集積や集約化、耕作放棄地の発生防止と解消、農

業への新規参入の促進に取り組む体制として強化されることとなりました。本町の現在の農業委

員会は、平成２９年７月１９日が任期であります。次の委員会では、この改正された農業委員会

法に基づいて進めていくことが必要となります。

新しい法律では、農業委員は町長の任命制となります。一定の基準に基づきまして、地域から

の推薦や公募により候補者を選定することとなります。また、体制の強化に基づきまして、新た

に農地利用最適化推進委員を設置することが求められておりまして、新しい農業委員会は農業委

員と農地利用最適化推進委員で構成されることとなり、この２つの委員で農地の有効利用を進め、

地域農業の発展に寄与できる体制を整備していくことになります。

今回の条例改正では、このことに基づきまして、新たに農業委員と農地利用最適化推進委員の
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定数を定めようとするものであります。

農業委員につきましては、従来の定数からの削減が求められておりまして、地域数等を考慮い

たしまして、また、農業者以外の中立的な立場、いわゆる学識経験者を含みまして、全体で７人

を定数といたしたいと思います。

また、農地利用最適化推進委員につきましては、担当地域を定めた上で募集を図ることとなり

ます。選考に幅を持たせるという意味から広域での枠を設定をいたしまして、小鹿、三朝、三徳

地域で２人、高勢、賀茂、竹田地域で３人といたしまして、全体として５人を定数といたしたい

と思います。

結果といたしまして、現在の選挙による定数１０人と選任による定数２人を合わせた１２人と

同数といたしておりまして、現体制からのスムーズな移行に加えまして、求められております農

地の利用の最適化等へ対応できる体制をつくっていきたいというふうに考えております。

次に、委員の報酬につきましては、県内の他の市町の状況等を踏まえまして、基本給につきま

しては現行と同額といたしております。しかしながら、より意欲的な取り組みを推進するという

観点から、国や県の指導を受けまして、予算の範囲内での能率給を設定することが可能になるよ

うにしております。これにつきましては、現場での状況を踏まえまして、具体的な設定をこれか

ら検討してまいりたいと思っております。

以上が議案第１０３号、三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正についての

説明であります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第１０４号、三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正

について、議案第１０５号、鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び鳥取県

町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第１０６号、鳥取県町村消防災害補償組合の解

散について、議案第１０７号、鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分について、議

案第１０８号、町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の共同設置

の廃止について、西田総務課長。

○総務課長（西田 寛司君） 議案第１０４号、三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部

改正について御説明申し上げます。議案書１０３ページをごらんいただきたいと思います。

今回の改正は、人事院通知で、地方自治法第２４５条の４第１項による技術的な助言に基づき、

条例の一部を改正しようとするものでございます。条例上、特別の事情がある場合の具体的な規

定がございませんので、国家公務員と同様の規定を設けようとするものでございます。

主な改正点としましては、１点目、配偶者同行休業の期間延長後の期間が満了する日に、当該
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配偶者同行休業に係る配偶者の外国での勤務が同日後も引き続くことになった場合、第２点目は、

配偶者同行休業の期間が延長することが当該延長の請求時には確定していなかった場合、３点目

は、１点目、２点目の場合と準ずると認めた事情がある場合ということにしております。

以上が議案第１０４号、三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正についての細部

説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

次に、議案第１０５号、鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び鳥取県町

村職員退職手当組合規約の変更についてから、議案第１０８号、町村等の非常勤職員の公務災害

補償等に関する認定委員会及び審査会の共同設置の廃止についての４件の議案については、関連

する議案でございますので、一括して御説明申し上げます。議案書１０５ページ以降となります

が、そちらのほうをごらんいただきたいと思います。

鳥取県町村職員退職手当組合及び鳥取県町村消防災害補償組合において、事務の効率化及び事

務経費の節減合理化を図るため、組織を統合し、総合事務組合に変更しようとするものでござい

ます。それに伴い、所要の変更、解散、財産処分、廃止等を行おうとして改正しようとするもの

でございます。これは地方自治法の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。

以上が議案第１０５号から議案第１０８号までの細部説明とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

・ ・

○議長（福田 茂樹君） 以上で本日の日程は終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

午前１０時４９分散会
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